
風しんの追加的対策クーポン券の取扱いについて
（令和２年度・医療機関用）

➢ 本取扱は、令和２年度において、風しんの追加的対策における予防接種の予診・
予防接種を行い、クーポン券（券種２及び３）を用いて請求する方法をお示しする
ものです。
※「風しんの追加的対策に係る令和元年度に発行されたクーポン券の取扱いについて」
（令和２年１月８日付け厚生労働省健康局健康課・結核感染症課事務連絡）を参照

➢ 市区町村が、令和元年度に発行したクーポン券（有効期限が2020年3月末以前の

もの）については、利用率向上のため、令和２年度も使用可能とすることとしまし
た。（有効期限を延長）

➢ 予防接種の予診・予防接種の委託料（予診費用・接種費用）は、クーポン券を発
行する各市区町村が決定しており、年度ごとに改定される可能性があります。

➢ このため、委託料を改定した市区町村が令和元年度に発行したクーポン券につ
いては、金額（予診費用・接種費用）を修正して請求する必要があります。

➢ 令和２年度に委託料を改定する市区町村については、厚生労働省において改定
前後の委託料を一覧にまとめ、実施機関の取りまとめ者を通じて、集合契約に参
加している各実施機関に提供します。

➢ 各実施機関は、この委託料一覧をご覧いただき、クーポン券の修正を行って請求
してください。



令和元年度 令和２年度

令和元年度
配付クーポン
（例 10,000円）

令和２年度
配付クーポン
（例 10,050円）

（A市） 10,050円

（B市） 9,500円

（B市）9,500円

（A市）10,000円
金額修正（書き換え）して請求 10,050円

⚫ 令和２年度に価格改定のあった市区町村別委託料一覧※を国が作成し、実施機
関に提供する。（例：A市 （旧）10,000円 → （新）10,050円）
（※）改定のなかった市区町村は掲載されない

⚫ 実施機関において、クーポン券の金額を一覧と照合する。

⚫ 価格改定のあった市区町村のクーポン券は、旧価格を新価格に修正（書き換え）
し、請求する。※

（※）実施機関の判断により修正しない（書き換えない）場合は、旧価格で請求することとなり、旧価格で
支払われる。

そのまま請求 10,000円

クーポン券の取扱いのイメージ

または

（例）A市は、令和２年度に接種費用10,000円を10,050円に変更し、Ｂ市は、令和２年度も接種費用9,500円のままの場合。



クーポン券に記載のと
おりの金額で国保連へ

請求する

クーポン券に記載のと
おりの金額（旧金額）
で国保連へ請求する

フローチャート

受診者が持参したクーポン券
が令和元年度のものである

NO YES

NO YES

修正後の金額（新金額）
で国保連へ請求する

請求した金額のとおり支払われる

請求した金額のとおり
支払われる

有効期限が、2020年
3月末以前のものであ
るかを確認する。

受診者が持参したクーポン
が令和２年度のものである

予診費用、接種費用を改定した
市区町村のクーポン券である

クーポン券の
金額を修正する

有効期限が、2020年

４月以降ものであるか
を確認する。



クーポン券の修正方法

10,000円 10,000円 10,000円

（注）便宜上赤字で修正していますが、決まりはありません。
記載場所を含め、判読可能な修正をお願いいたします。

（例）予防接種委託料単価を修正する場合


